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上
京
行
動
を
実
施 

 

７
月
８
日

12
時
か
ら
北
海
道
・
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
上
京

行
動
を
実
施
し
、

263
人
（
自
治
労
北
海
道
か
ら

53
人
（
網

走
地
本
か
ら
は
松
谷
隆
史
さ
ん
（
津
別
町
職
）
と
安
達

直
哉
さ
ん
（
小
清
水
町
職
）
が
参
加
）
が
結
集
し
た
。 

決
起
集
会
で
は
、
情
勢
報
告
と
し
て
①
恣
意
的
に
作

り
出
し
た
官
民
較
差
を
使
い
俸
給
水
準
を
引
き
下
げ
る

地
域
間
配
分
の
見
直
し
、
②

50
歳
台
後
半
層
の
官
民
較

差
を
持
ち
出
し
高
齢
層
を
大
幅
に
引
き
下
げ
る
世
代
間

配
分
の
見
直
し
、
③
技
能
労
務
職
員
の
３
級
以
上
を
強

め
に
引
き
下
げ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
、
納
得
の
い
く

回
答
は
示
さ
れ
て
い
な
い
」
と
、
人
事
院
の
姿
勢
を
批

判
し
た
。
さ
ら
に
、「
良
質
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
確
実
に

提
供
し
て
い
く
た
め
に
全
国
統
一
的
に
一
定
の
賃
金
水

準
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
域
間
配
分
の
見

直
し
を
許
せ
ば
大
都
市
と
地
方
の
格
差
が
一
層
拡
大
す

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
」
と
指
摘
。 

世
代
間
配
分
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
「

50
歳
台
後
半

層
の
較
差
が
埋
め
る
べ
き
較
差
な
の
か
と
い
う
議
論
も

進
ん
で
い
な
い
」
と
の
現
状
や
、「

’06
給
与
構
造
改
革
で

組
織
活
力
が
高
ま
っ
た
事
実
は
な
く
、
残
さ
れ
た
の
は

慢
性
的
な
超
過
勤
務
の
み
」
と
の
実
態
を
報
告
し
、
今

後
の
交
渉
で
し
っ
か
り
と
人
事
院
を
追
及
し
て
い
く
決

意
を
述
べ
た
。 

交
渉
で
は
職
場
決
議
を
手
交
し
た
上
で
、 

①
恣
意
的
手
法
で
新
た
な
較
差
を
生
み
出
し
、
地
域
給

与
を
引
き
下
げ
る
の
は
反
対
。
労
働
基
本
権
制
約
の
代

償
機
能
を
果
た
す
第
三
者
機
関
と
し
て
、
公
務
員
労
働

者
の
声
を
聞
け
、 

②
本
府
省
と
地
方
で
は
既
に
２
割
以
上
の
給
与
差
が
あ

り
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
に
反
す
る
。
地
方
で

は
交
通
や
自
然
環
境
な
ど
本
府
省
よ
り
厳
し
い
勤
務
条

件
に
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
格
差
拡
大
は
認
め
ら
れ
な
い
、 

③
隣
接
す
る
自
治
体
間
で
給
与
差
が
拡
大
す
れ
ば
、
地

元
で
の
人
材
確
保
に
更
な
る
悪
影
響
が
生
じ
る
、 

④
地
方
の
民
間
給
与
に
対
す
る
公
務
員
給
与
の
影
響
は

大
き
く
、
そ
の
引
下
げ
は
民
間
賃
上
げ
見
送
り
や
賃
下

げ
、
地
域
経
済
に
も
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
、 

⑤
賃
金
引
下
げ
が
「
職
員
の
士
気
、
組
織
活
力
の
向
上
」

に
繫
が
る
わ
け
が
な
く
、
人
事
院
の
説
明
は
ま
っ
た
く

理
解
で
き
な
い
、 

⑥
地
方
に
は
、
様
々
な
仕
事
を
し
て
い
る
技
能
労
務
職

員
が
お
り
、
こ
れ
以
上
の
給
与
引
下
げ
に
は
反
対
だ
、 

⑦
高
齢
層
職
員
の
賃
金
引
下
げ
は
、
若
年
層
職
員
に
と

っ
て
は
「
将
来
、
先

輩
職
員
の
給
与
水

準
に
届
か
な
い
」
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、

全
世
代
の
モ
チ
ベ

ー
シ
ョ
ン
低
下
に

な
る
、 

な
ど
地
方
や
職

場
実
態
に
基
づ
い

て
人
事
院
を
厳
し

く
追
及
し
た
。 

自
治
労
北
海
道

参
加
団
は
人
事
院

前
で
「
給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し
反
対
！
」
と
の
シ

ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
と
青
年
部
で
取
り
組
ん
だ
「
怒
布
」

を
掲
げ
な
が
ら
、
交
渉
を
支
援
し
た
。 

 <

参
加
者
の
声>

 

「
北
海
道
・
東
北
の
多
く
の
仲
間
と
共
に
、
人
事
院

交
渉
団
を
後
方
支
援
す
る
怒
り
を
込
め
た
シ
ュ
プ
レ
ヒ

コ
ー
ル
を
連
呼
す
る
と
と
も
に
、『
こ
こ
で
行
動
し
な
い

と
、
人
事
院
勧
告
が
強
行
さ
れ
て
し
ま
う
！
』
と
い
う

こ
と
を
、
単
組
で
し
っ
か
り
と
組
合
員
に
伝
え
、
と
も

に
た
た
か
う
」
（
小
清
水
町
職
・
安
達 

直
哉
） 
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「
給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し
」
反
対

!! 

地
方
で
働
く
公
務
員
労
働
者
の
声
を
人
事
院

に
届
け
よ
う
!! 

 


